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独

立

行

政

法

人

酒

類

総

合

研

究

所

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

案

新

旧

対

照

表 
○
独
立
行
政
法
人
酒
類
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
四
号
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 
 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
） 

第
二
章 

役
員
及
び
職
員
（
第
六
条
―
第
十
一
条
） 

第
三
章 

業
務
等
（
第
十
二
条
・
第
十
三
条
） 

第
四
章 

雑
則
（
第
十
四
条
・
第
十
五
条
） 

第
五
章 

罰
則
（
第
十
六
条
・
第
十
七
条
） 

附
則 

     

（
事
務
所
） 

第
四
条 

研
究
所
は
、
主
た
る
事
務
所
を
広
島
県
に
置
く
。 

  

（
資
本
金
） 

第
五
条 

研
究
所
の
資
本
金
は
、
附
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
か
ら
出
資
が

あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
金
額
と
す
る
。 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
） 

第
二
章 

役
員
（
第
七
条
―
第
十
条
） 

第
三
章 

業
務
等
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
） 

第
四
章 

雑
則
（
第
十
三
条
・
第
十
四
条
） 

第
五
章 

罰
則
（
第
十
五
条
） 

附
則 

 

（
特
定
独
立
行
政
法
人
） 

第
四
条 

研
究
所
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
と
す

る
。 

 

（
事
務
所
） 

第
五
条 

（
同 

上
） 

  

（
資
本
金
） 

第
六
条 

（
同 
上
） 
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２
・
３ 

（
省 

略
） 

 
第
二
章 

役
員
及
び
職
員 

  

（
役
員
） 

第
六
条 

研
究
所
に
、
役
員
と
し
て
、
そ
の
長
で
あ
る
理
事
長
及
び
監
事
二
人
を
置
く
。

２ 

（
省 

略
） 

  

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
） 

第
七
条 

理
事
は
、
理
事
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
理
事
長
を
補
佐
し
て
研
究
所
の

業
務
を
掌
理
す
る
。 

２
・
３ 

（
省 

略
） 

 
 

（
役
員
の
任
期
） 

第
八
条 

役
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。 

  

（
理
事
の
欠
格
条
項
の
特
例
） 

第
九
条 

通
則
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
公
務
員
で
政
令
で
定
め
る

も
の
は
、
理
事
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

研
究
所
の
理
事
の
解
任
に
関
す
る
通
則
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
条
及
び
独
立
行
政
法
人
酒
類
総
合
研

２
・
３ 

（
同 

上
） 

 

第
二
章 

役
員 

  

（
役
員
） 

第
七
条 

（
同  

上
） 

２ 

（
同 

上
） 

  

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
） 

第
八
条 

（
同 

上
） 

 

２
・
３ 

（
同 

上
） 

  

（
役
員
の
任
期
） 

第
九
条 

（
同 

上
） 

  

（
理
事
の
欠
格
条
項
の
特
例
） 

第
十
条 

（
同 

上
） 

 

２ 

研
究
所
の
理
事
の
解
任
に
関
す
る
通
則
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
条
及
び
独
立
行
政
法
人
酒
類
総
合
研
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究
所
法
第
九
条
第
一
項
」
と
す
る
。 

 
（
役
員
及
び
職
員
の
秘
密
保
持
義
務
） 

第
十
条 

研
究
所
の
役
員
及
び
職
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
、

又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

（
役
員
及
び
職
員
の
地
位
） 

第
十
一
条 

研
究
所
の
役
員
及
び
職
員
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
そ

の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な
す
。 

  
 
 

第
三
章 

業
務
等 

  

（
業
務
の
範
囲
） 

第
十
二
条 

研
究
所
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。 

 

一
〜
七 

（
省 

略
） 

 
 

（
積
立
金
の
処
分
） 

第
十
三
条 

研
究
所
は
、
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標

の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事

業
年
度
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行

っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
額
に
相
当
す

究
所
法
第
十
条
第
一
項
」
と
す
る
。 

          
 
 

第
三
章 

業
務
等 

  

（
業
務
の
範
囲
） 

第
十
一
条 

（
同 

上
） 

 

一
〜
七 

（
同 

上
） 

 
 

（
積
立
金
の
処
分
） 

第
十
二
条 

（
同 

上
） 
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る
金
額
の
う
ち
財
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
、
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次

の
中
期
目
標
の
期
間
に
係
る
通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
中
期
計
画

（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も

の
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
前
条
に
規

定
す
る
業
務
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
〜
４ 

（
省 

略
） 

 
 
 
 

第
四
章 

雑
則 

 

 

（
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
の
財
務
大
臣
の
要
求
） 

第
十
四
条 

財
務
大
臣
は
、
酒
税
の
適
正
か
つ
公
平
な
賦
課
の
実
現
の
た
め
特
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
研
究
所
に
対
し
、
第
十
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に

関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
省 

略
） 

 
 

（
主
務
大
臣
等
） 

第
十
五
条 

研
究
所
に
係
る
通
則
法
に
お
け
る
主
務
大
臣
、
主
務
省
及
び
主
務
省
令
は
、

そ
れ
ぞ
れ
財
務
大
臣
、
財
務
省
及
び
財
務
省
令
と
す
る
。 

 
 
 
 

第
五
章 

罰
則 

 

     

２
〜
４ 

（
同 

上
） 

 

第
四
章 

雑
則 

 

 

（
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
の
財
務
大
臣
の
要
求
） 

第
十
三
条 

財
務
大
臣
は
、
酒
税
の
適
正
か
つ
公
平
な
賦
課
の
実
現
の
た
め
特
に
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
研
究
所
に
対
し
、
第
十
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
し

必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
同 

上
） 

 

（
主
務
大
臣
等
） 

第
十
四
条 

（
同 

上
） 

   
 
 

第
五
章 
罰
則 
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第
十
六
条 

第
十
条
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
者
は
、
一
年

以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

第
十
七
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
研

究
所
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。 

一 

第
十
二
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。 

二 

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。 

 

   

第
十
五
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
研

究
所
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。 

一 

第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。 

二 

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。 
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○
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
（
附
則
第
九
条
関
係
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 
 

別
表
第
三
（
第
百
二
十
四
条
の
三
関
係
） 

名 
 
 

称 

根 

拠 

法 

（
省 

略
） 

（
省 

略
） 

独
立
行
政
法
人
酒
類
総
合
研
究

所 

独
立
行
政
法
人
酒
類
総
合
研
究
所
法
（
平

成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
四
号
） 

 

別
表
第
三
（
第
百
二
十
四
条
の
三
関
係
） 

名 
 
 

称 

根 

拠 

法 

（
同 

上
） 

（
同 

上
） 

  
 

 

 




